
 
  

  

 

 

 

 

 

2011 年に提訴した関西建設アスベスト訴訟は、

2018年 2月 9日に京都訴訟の、3月 22日に大阪

訴訟の控訴審(大阪高裁)がそれぞれ結審となり、

夏頃に判決が言い渡される予定です。さらに 3

月 14日には建設アスベスト訴訟で 2つ目となる

控訴審判決が東京高裁で言い渡されるなど、東

西の高裁判決が出揃う歴史的な一年になります。 

建設アスベスト訴訟の早期解決には、アスベ

スト建材の危険性を知りながら、製造・販売を

続けた建材企業と、それに手を貸してきた国の

責任を明確にすることが不可欠です。 

 当日の集会では、国際的な反アスベスト運動

のリーダーである古谷杉郎

さん(石綿対策全国連絡会

議・事務局長)が講演。 

国際的なアスベスト被害

者のたたかいを知ることに

よって、いま私たちが直面

するアスベスト問題の解決

に向けて一緒に考える機会にするとともに、建

設アスベスト訴訟にとって正念場の 2018年をア

スベスト被害の全面解決を実現する年にしたい

と思っています。多数のご参加をお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

日時 2018年 2月 9日(金) 
開場 午後 6時 

開会 午後 6時 30分～8時 30分 

会場 エル大阪・南ホール(裏面に地図) 

資料代 500円 

プログラム 

第 1部【世界から見た日本のアスベスト被

害者のたたかい】 

講演 

・古谷 杉郎氏(石綿対策全国連絡会議) 

・各団体・個人からの連帯のあいさつ、アピー

ル(予定) 

 

第 2部【2018年の建設アスベストの闘い

の展望】 

・全国の建設アスベスト訴訟(北海道、首都圏、

関西、九州)原告団の訴えなど 

関西建設アスベスト大阪訴訟原告団・弁護団  関西建設アスベスト京都訴訟原告団・弁護団 

【お問い合わせ】関西建設アスベスト訴訟統一本部 京都事務所(京建労)  TEL：075-662-5321 

               大阪事務所(大川・村松・坂本法律事務所)  TEL：06-6361-0309 

 

古谷杉郎  ふるや すぎお 

1956年生まれ。石綿対策全国連絡会議事務局長、ア

ジア・アスベスト禁止ネットワーク(A-BAN)コーディネー

タ、中央労働基準審議会石綿健康被害救済小委員会

委員(2009～2013年)。 

日本労働法学会、日本産業衛生学会所属 



会場案内 エルおおさか(大阪府立労働センター)・南ホール 

住所：大阪市中央区北浜東 3-14(TEL06-6942-0001) 
 京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ 300m 

 京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ 500m 

 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ 1,200m 

 JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ 850m 

※車でお越しの場合は、阪神高速東大阪線、法円坂出口を左折して直進、京阪東口交差点左折、西へ信号 5

つ目(地図上の矢印は、エル・おおさか周辺からのご案内です)。 30分以内(以後 30分毎)200円／最大料

金 2,400円。利用時間：午前 9時～午後 9時(収容台数：66台／車高 2mまで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


